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例
会
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会

　
令
和
７
年
12
月
定
例
会
は
、
12
月
３

日
㊌
～
19
日
㊎
の
17
日
間
の
会
期
で
開

か
れ
、
令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
等
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
ま
し
た
。
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５
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の
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え
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・
・
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・
２
件
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会

　
令
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８
年
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、
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月

　
令
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８
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に
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れ
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付
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に
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重
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付
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を
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施
策
を
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。
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２
件

◇�

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
・
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・
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・
・
・
・
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◇�
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和
７
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国
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健
康
保
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補
正
予
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・
・
・
・
・
・
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件

◇�

令
和
７
年
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介
護
保
険
特
別
会
計
補
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予
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

◇�

令
和
７
年
度
下
水
道
事
業
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計
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正
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算
・
・
・
・
・
・
・
・
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◇
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題字　桜井高校書芸コース１年　福西 希彩 さん題字　桜井高校書芸コース１年　福西 希彩 さん
写真　「写真　「錺錺

かざりかざり
馬」馬」海海

つ ば い ちつ ば い ち
柘榴市柘榴市歴史公園歴史公園

�

議会だよりの表紙を
飾る写真などを募集
しています
�募集内容　市内の「自然」「暮
らし」「街並み」「イベント」
など、桜井市の魅力を紹介で
きる写真・絵画・イラスト（オ
リジナル作品に限る）
�選考方法　議会広報委員会で
選考

※�応募条件・方
法等の詳細
は、右記二次
元コード、ま
たは議会事務局（ 42‐
9132）へお問い合わせくだ
さい。

詳細はこちら▲

令
和
７
年
12
月
定
例
会
・
１
月
臨
時
会
報
告
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議案番号議案番号
（付託委員会）（付託委員会） 件　　名件　　名 概　　　要概　　　要 議決結果議決結果

報第 16号
専決処分の報告、承認を求めるこ
とについて（教育長の給与、勤務
時間その他の勤務条件に関する条
例の一部を改正する条例）

教育長の給料月額の特例として、給料月額（本則）
から 20％の減額を行っているところ、新たな任
期においても同様の減額を行うべく、所要の改
正を行うもの。

承認

議案第 61号
（総務委員会）

令和７年度桜井市一般会計補正予
算（第 3号）

補正額　8億 6,776 万 4,000 円
総務費で、令和 6年度決算剰余金の財政調整基
金への積立金等

可決

議案第 62号
（総務委員会）

令和７年度桜井市国民健康保険特
別会計補正予算（第 2号）

補正額　5,735 万 1,000 円
一般被保険者医療給付費分で、一般被保険者医
療給付費にかかる追加所要額等

可決

議案第 63号
（総務委員会）

令和７年度桜井市介護保険特別会
計補正予算（第 3号）

補正額　775万円
一般管理費で、介護給付費の不当利得返還請求
訴訟にかかる費用としての補償補填及び賠償金

可決

議案第 64号
（総務委員会）

桜井市行政手続条例の一部改正に
ついて 行政手続法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。 可決

議案第 65号
（総務委員会）

桜井市立幼稚園の教育職員の給与等
に関する特別措置に関する条例の一
部改正について

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に
関する特別措置法等の一部を改正する法律の施
行に伴い、所要の改正を行う。

可決

議案第 66号
（総務委員会） 桜井市税条例の一部改正について 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、

所要の改正を行う。 可決

議案第 67号
（文教厚生委員会）

桜井市家庭的保育事業等の設備及
び運営に関する基準を定める条例
等の一部改正について

児童福祉法等の一部を改正する法律及び児童福
祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を
改正する内閣府令の施行に伴い、所要の改正を
行う。

可決

議案第 68号
（文教厚生委員会）

桜井市子ども・子育て会議条例の
一部改正について

会議体の名称及び審議事項の変更等に伴い、所
要の改正を行う。 可決

議案第 69号
（総務委員会） 公の施設の指定管理者の指定につ

いて

指定管理者の指定の期間が満了することに伴い、
下記の施設について指定管理者の指定を行う。
　●桜井市立桜井西ふれあいセンター
　●桜井市立桜井西ふれあいセンター分館
　●桜井市立桜井東ふれあいセンター
　●桜井市立桜井東ふれあいセンター分館
　●桜井市立桜井北ふれあいセンター
　●桜井市立桜井北ふれあいセンター分館
指定管理者の名称：�特定非営利活動法人さくら

い人権ネット
指定期間：�令和 8年 4月 1日～
　　　　　令和 13年 3月 31日

可決

議案第 70号
（文教厚生委員会） 財産の取得について

1取得の目的　塵芥収集車更新のため
2品目　塵芥収集車 2台
３取引先　�奈良県桜井市大字吉備 518番地の 1
　　　　　合資会社桜井モータース
　　　　　代表社員　川内　玲男
４取得方法　指名競争入札
５取得金額　1,994 万 4,780 円

可決

議案第 71号
（産業建設委員会） 訴えの提起について

市営住宅の滞納家賃、家賃相当損害金の納入及
び住宅明渡しを求める訴え等を提起するため、
地方自治法第 96条第 1項第 12号の規定により
議会の議決を求める。

可決

議案第 72号
（文教厚生委員会） 訴えの提起について

介護給付費等の返還を求める訴え等を提起する
ため、地方自治法第 96条第 1項第 12号の規定
により議会の議決を求める。

可決

発議案第 4号
（総務委員会）

桜井市議会議員定数条例の一部改
正について

桜井市議会議員の定数を 16名から 14名に減少
させる。 継続審査

主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　 主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　  1 2 月 定 例 会 　 主 な 議案議決結果
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　 １ 月 臨 時 会 主 な 議 案 議 決 結 果 ・ 1 2 月 定 例 会 常 任 委 員 会主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　 主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　   常 任 委 員 会

議案番号議案番号
（付託委員会）（付託委員会） 件　　名件　　名 概　　　要概　　　要 議決結果議決結果

報第１号
専決処分の報告、承認を求めるこ
とについて（損害賠償の額を定め
ることについて）

損害賠償額　11万 92円
市内で発生した人身事故について、損害賠償額
を定める。

承認

報第２号
専決処分の報告、承認を求めるこ
とについて（令和７年度桜井市一
般会計補正予算（第４号））

補正額　3,359 万 7,000 円
衆議院議員選挙費で、令和８年２月執行予定の
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審
査にかかる所要額

承認

議案第１号 令和７年度桜井市一般会計補正予
算（第５号）

補正額　9億4,481万 6,000 円
商工振興費で、物価高騰の影響を受けている市
民の生活支援と市内事業者の支援を目的とした、
市内の登録店で使用できる「さくらい応援クーポ
ン」の事業費及び実施に係る事務費等

可決

議案第２号 令和７年度桜井市国民健康保険特
別会計補正予算（第３号）

補正額　△ 95万 2,000 円
人件費及び共済組合負担金の精査による増減額 可決

議案第３号 令和７年度桜井市介護保険特別会
計補正予算（第４号）

補正額　19万 2,000 円
包括的支援事業・任意事業費で、人事院勧告に
伴う人件費及び共済組合負担金の増額

可決

議案第４号 令和７年度桜井市下水道事業会計
補正予算（第１号）

収益的収入及び支出　補正額　220万円
人事院勧告に伴う人件費等の増額
資本的収入及び支出　補正額　△ 220万円
人件費等の精査による減額

可決

議案第５号 一般職の職員の給与に関する条例
等の一部改正について

一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正
及び令和７年人事院勧告に伴い、関連条例につ
いて、所要の改正を行う。

可決

議案第６号 特別職の職員で常勤のものの給与に
関する条例等の一部改正について

特別職の職員の給与に関する法律の一部改正及び
令和７年人事院勧告に伴い、所要の改正を行う。 可決

議案第７号
桜井市議会議員の議員報酬、費用
弁償及び期末手当に関する条例等
の一部改正について

特別職の職員の給与に関する法律の一部改正及び
令和７年人事院勧告に伴い、所要の改正を行う。 可決

【議案第６・７号】各議員の賛否（賛成 ･･･ 〇、 反対 ･･･ ×）※土家議長は表決に加わっておりません。

札
辻　
輝
巳

○

○

東　

俊
克

○

○

土
家　
靖
起
議
長

議
長

岡
田　
光
司

○

○

西　

忠
吉

○

○

阪
口　

豊

×

×

大
西　

亘

○

○

井
戸　
良
美

○

○

大
園　
光
昭

○

○

小
西　
誠
次

×

×

工
藤
敏
太
郎

○

○

山
岡　
康
了

○

○

杉
山　
歳
和

×

×

島
岡　

誠

×

×

久
保
田
裕
一

×

×

鍛
治　
結
花

○

○

議 員
議 案

議案第６号

議案第７号

総
務
委
員
会

 　
　
　
　
（
付
託
案
件
７
件
）

　

�

令
和
７
年
度
桜
井
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）　
抜
粋

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
令
和
６
年
度
の
剰
余
金
４
億
６
、７
０
０
万

円
を
財
政
調
整
基
金
に
積
み
立
て
た
理
由

に
つ
い
て
。
ま
た
、
現
在
の
財
政
調
整
基

金
は
適
正
で
あ
る
か
。

答�　
地
方
財
政
法
第
７
条
第
１
項
に
よ
り
、
決

算
剰
余
金
の
２
分
の
１
以
上
の
積
み
立
て
が

規
定
さ
れ
て
お
り
、
令
和
６
年
度
普
通
会
計

の
黒
字
額
９
億
３
、３
１
０
万
６
、４
８
６
円

の
２
分
の
１
以
上
と
い
う
こ
と
で
積
み
立
て

て
い
る
。
現
在
、
当
初
予
算
で
繰
り
入
れ
し

て
い
る
分
を
除
き
、
約
10
億
程
度
の
残
高
は

あ
る
が
十
分
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

問�　
財
政
調
整
基
金
へ
の
積
み
立
て
は
計
画

ど
お
り
な
の
か
。
ま
た
、
今
後
も
財
政
調

整
基
金
へ
の
積
み
立
て
は
計
画
的
に
行
っ

て
い
く
の
か
。

答�　
中
期
財
政
計
画
で
は
公
表
時
点
で
令
和

６
年
度
黒
字
見
込
額
を
あ
る
程
度
把
握
で

き
て
い
た
の
で
反
映
し
て
い
る
。
そ
れ
と

は
別
の
積
み
立
て
の
計
画
は
し
て
い
な
い
。
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主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　 主 な 議 案 の 議 決 結 果　 　   常 任 委 員 会

問�　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
の
問
題
に
つ
い
て
、
い

つ
解
決
す
る
見
込
み
で
あ
る
か
。

答�　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
案
に
つ
い
て
、安
心・

安
全
の
視
点
で
市
か
ら
施
工
会
社
へ
質
問

し
、
回
答
を
待
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
市

と
し
て
そ
の
内
容
が
了
承
で
き
る
よ
う
で
あ

れ
ば
、
今
年
度
内
に
解
決
で
き
る
と
考
え
る

が
、
追
加
対
策
が
必
要
な
場
合
は
、
も
う
少

し
時
間
は
か
か
る
と
考
え
る
。

問�　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
濃
度
の
基
準
値
を
超
え

て
い
る
焼
却
灰
及
び
ば
い
じ
ん
処
理
物
を

ど
の
よ
う
に
処
分
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答�　
灰
の
処
分
に
つ
い
て
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

基
準
値
を
超
え
て
い
る
も
の
は
民
間
施
設

で
の
中
間
処
理
を
行
い
埋
立
て
処
分
し
て

い
る
。
基
準
値
内
の
も
の
は
民
間
施
設
で

埋
立
て
処
分
を
し
て
い
る
。

問�　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
の
問
題
が
起
き
た
た
め

に
、
灰
の
処
分
の
方
法
が
変
更
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
補
正
予
算
が
必
要
に
な
っ
た

の
か
。

答�　
当
初
予
定
し
て
い
た
大
阪
湾
フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス
の
処
分
費
用
に
比
べ
て
、
民
間
の
埋
立
て

処
分
の
費
用
及
び
中
間
処
理
費
用
が
高
額
に

な
る
た
め
、
補
正
予
算
を
計
上
し
た
。

問�　
奈
良
県
大
河
ド
ラ
マ
「
豊
臣
兄
弟
」
観

光
推
進
協
議
会
負
担
金
に
つ
い
て
、
他
団

体
の
構
成
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
い

つ
ま
で
存
続
す
る
の
か
。

答�　
奈
良
県
、
大
和
郡
山
市
、
宇
陀
市
、
高
取

町
、
各
市
町
の
商
工
会
及
び
観
光
協
会
、
Ｊ

Ｒ
西
日
本
、近
畿
日
本
鉄
道
、オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

と
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
参
加
す
る
。存
続
期
間
は
、

今
年
度
を
含
め
た
３
年
間
で
あ
る
。

問�　
奈
良
県
大
河
ド
ラ
マ
「
豊
臣
兄
弟
」
観

光
推
進
協
議
会
に
お
い
て
実
施
が
決
定
し

て
い
る
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、

今
年
度
を
含
め
た
３
年
間
で
市
独
自
で
考

え
て
い
る
施
策
は
あ
る
の
か
。

答�　
今
年
は
高
取
町
の
お
城
ま
つ
り
に
主
演

俳
優
が
出
演
さ
れ
、
２
月
に
は
大
和
郡
山

市
で
も
俳
優
が
出
演
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。
今
月
に
は
関
東
で
開
か
れ
る
全
国
的

な
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
予
定
が
あ
る
。
市
独

自
の
施
策
と
し
て
長
谷
寺
参
道
に
旗
を
立

て
た
り
、
秀
長
に
関
連
し
た
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
等
を
検
討
し
て
い
る

文
教
厚
生
委
員
会

 　
　
　
　
（
付
託
案
件
４
件
）

�　

�

桜
井
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

等
の
一
部
改
正
抜
粋

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
地
域
限
定
保
育
士
制
度
の
導
入
に
伴
い
、

市
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
。

答�　
３
年
間
は
奈
良
県
で
の
み
勤
務
が
可
能

と
な
る
こ
と
か
ら
、
民
間
・
公
立
と
も
保

育
士
の
確
保
が
し
や
す
く
な
る
と
考
え
る
。

問�　
ど
の
よ
う
な
行
為
を
虐
待
と
し
、
通
報
対

象
と
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
通
報
し
た
職

員
を
守
る
た
め
の
対
応
に
つ
い
て
訊
く
。

答�　

身
体
的
虐
待
は
即
時
虐
待
と
判
断
さ

れ
、
そ
れ
以
外
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
国

が
示
し
て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て

総
合
的
に
判
断
す
る
。
通
告
者
の
匿
名
性

確
保
や
不
利
益
扱
い
の
禁
止
な
ど
、
法
律

を
遵
守
し
、
制
度
の
趣
旨
や
内
容
に
つ
い

て
職
員
研
修
を
実
施
し
て
い
く
。

　

�

桜
井
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
の

一
部
改
正　
抜
粋

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
こ
ど
も
た
ち
の
意
見
を
よ
り
政
策
に
反

映
さ
せ
る
仕
組
み
が
あ
る
の
か
。

答�　
公
募
の
市
民
が
参
加
す
る
こ
と
や
、
ア

ン
ケ
ー
ト
を
行
う
こ
と
で
意
見
を
反
映
さ

せ
て
い
く
。

　
財
産
の
取
得
に
つ
い
て　
抜
粋

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
ご
み
収
集
車
の
保
有
台
数
と
、
買
い
替

え
の
基
準
に
つ
い
て
、
価
格
等
に
つ
い
て

妥
当
性
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
廃
車
車
両

の
売
却
に
つ
い
て
訊
く
。

答�　
現
在
の
保
有
台
数
は
20
台
で
あ
り
、
毎

年
、
年
式
の
古
い
順
に
２
台
ず
つ
更
新
し

て
い
る
。
予
定
価
格
は
、
前
回
の
落
札
業

者
か
ら
の
見
積
も
り
を
参
考
に
設
定
し
て

い
る
。廃
車
す
る
車
両
の
下
取
り
価
格
は
、

１
台
あ
た
り
１
０
０
～
２
０
０
万
円
程
度

で
あ
る
。

問�　
下
取
り
は
ど
の
業
者
が
行
っ
た
の
か
。

答�　
落
札
業
者
が
下
取
り
を
行
っ
て
い
る
。

　
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て　
抜
粋

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
訴
え
の
内
容
に
つ
い
て
訊
く
。
ま
た
、

訴
え
の
相
手
で
あ
る
業
者
は
、
現
在
も
事

業
を
継
続
し
て
い
る
の
か
。

答�　
訴
え
は
、
介
護
事
業
者
の
不
適
正
な
請

求
が
あ
っ
た
た
め
、
介
護
報
酬
の
一
部
に

つ
い
て
返
還
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
介
護
事
業
者
は
現
在
も
事
業
を
継
続

し
て
い
る
。
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   代 表 質 問 ・ 一 般 質 問

広報わかざくら　令和８年３月号

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 常 任 委 員 会 ・ 代 表 質 問

上記ページの各議員の二次元コードからもアクセスできます。

問 今回の経済対策では、重点支援地方交付金
の拡充が行われたが、桜井市ではどのよう

に対応し、どのくらいの額が配分され、どのよう
な使い道を考えているのか訊く。

答 本市においても物価高騰によって市民生活
に大きな影響が出ており、その影響を和ら

げる対策が必要であることから、国の示す方針に
沿って交付金を最大限活用しながら対応していき
たい。正式な配分額は、国の補正予算後に示され
るが、４億円台後半、およそ５億円が配分される
と見込んでいる。物価高騰の影響は広く市民や事
業者の皆さんに及んでおり、幅広く支援が行き届
くような事業が必要であると考えており、市民や
事業者の皆さんへの支援にスピード感をもって取
り組んでいきたい。
【その他の質問項目】●世界遺産登録を見据えた取り組み
について●第 85回国民スポーツ大会・第 30回全国パラ
スポーツ大会の取り組みについて

代表質問「新政自民クラブ」
物価高対策について

阪口　豊 議員

問 第２期桜井市地域福祉計画で、権利擁護の
推進、桜井市成年後見制度の利用促進計画

が明確に位置づけられている。高齢化が進むなか、
判断能力が不十分となる方の増加、成年後見制度
の利用手続の煩雑さ、後見人の担い手不足など、
現場には大きな課題が山積している。成年後見制
度の現状と課題、特に後見人による各種行政通知
等の送付先一括変更手続導入について訊く。

答 現在進めている「書かない窓口」の仕組み
の中で、運用面の工夫により改善を図るこ

とを基本的な方向としている。「書かない窓口」で
の聞き取りの際に、成年後見人等を含め、申請者
の方から通知の送付先のご希望をお伺いし、その
内容を内部処理により各手続に反映させることで、
複数の窓口で同じ内容を何度も申請しなくても済
むようにしていきたいと考えている。
【その他の質問項目】●桜井市の脱炭素推進について

�
代表質問「公明党」
後見人制度の活用促進と
成年後見人等送付先住所
変更の一括手続について

大園　光昭 議員

産
業
建
設
委
員
会

 　
　
　
　
（
付
託
案
件
１
件
）

　
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て　
抜
粋

◆
主
な
質
疑
応
答
◆

問�　
訴
え
を
起
こ
す
基
準
は
あ
る
の
か
。

答�　
明
確
な
基
準
は
な
い
。
今
回
は
滞
納
額

が
一
番
多
額
で
居
住
実
態
が
な
い
と
の
理

由
か
ら
、
訴
え
の
提
起
を
行
っ
た
。

問�　
一
般
的
に
３
か
月
以
上
の
滞
納
で
法
的

手
続
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
が
、

本
市
は
３
か
月
を
過
ぎ
て
も
す
ぐ
に
は
法

的
措
置
を
取
ら
な
い
考
え
で
あ
る
の
か
。

答�　
公
営
住
宅
の
成
り
立
ち
と
し
て
、
低
所

得
者
の
方
へ
の
住
宅
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
。
困
窮
さ
れ

て
い
る
方
が
継
続
し
て
住
め
る
よ
う
、
即

座
に
訴
訟
を
提
起
す
る
よ
う
な
厳
し
い
対

応
は
取
っ
て
い
な
い
。

問�　
今
回
の
案
件
に
関
し
て
、
入
居
者
と
面

談
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
面
談
さ
れ
た
の

で
あ
れ
ば
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
訊
く
。

答�　
令
和
２
年
に
２
度
、
来
庁
さ
れ
た
際
に

納
付
指
導
を
行
っ
た
後
、納
入
が
あ
っ
た
。

そ
れ
以
降
も
毎
月
の
督
促
や
催
告
を
行
っ

て
い
た
が
、
納
入
さ
れ
て
い
な
い
。

問�　
滞
納
額
が
市
営
住
宅
と
し
て
は
高
額
で

あ
る
が
、
算
定
根
拠
を
訊
く
。
ま
た
、
家

賃
納
入
方
法
の
交
渉
は
行
っ
た
の
か
。

答�　
市
営
住
宅
の
家
賃
は
、
収
入
申
告
に
応

じ
て
設
定
し
て
い
る
。
今
回
の
案
件
に
つ

い
て
は
、
収
入
申
告
が
出
て
い
な
い
年
度

が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
家
賃
の
上
限
と
な

る
た
め
、
今
回
の
滞
納
額
と
な
っ
た
。
ま

た
、
直
接
交
渉
を
行
っ
た
こ
と
は
把
握
し

て
い
な
い
。

問�　
家
賃
の
回
収
は
職
員
に
か
な
り
ス
ト
レ

ス
の
か
か
る
仕
事
で
あ
り
、
県
や
奈
良
市

で
は
民
間
委
託
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
市

と
し
て
民
間
委
託
を
行
う
こ
と
は
考
え
て

い
る
の
か
。

答�　
民
間
委
託
に
つ
い
て
は
、今
後
、調
査・

研
究
し
て
い
き
た
い
。

※�

各
委
員
会
の
詳
細
は
、
桜
井
市
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

議
会
事
務
局
（
市
役
所
４
階
・

42
‐

９
１
３
２
）
で
閲
覧
も
可
能
で
す
。
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問 桜井市初となる小中一貫教育に向けて、意
気込みと適正な学校運営と教育振興につい

て訊く。また、施設一体型の義務教育学校の開校
後の、朝倉小学校の利用方法について訊ねる。

答 今回の学校適正化に向けた取り組みは、単
なる学校の再編ではなく、教育環境の持続

可能性を確保し、こどもたちの学びの質を高める
ための重要な施策であり、地域全体の活力につな
がる新しい教育のスタートであると考えている。
将来の桜井市を支える人づくり、その基盤となる
教育の充実に、先頭に立って取り組んでいきたい。
地域の皆さんの思いが詰まった学校のかたちを変
えることに対する不安や戸惑いがあると思うが、
丁寧な説明と対話を積み重ね、安心していただけ
るよう進めていく。朝倉小学校の利用方法につい
ては、地域の実情や施設の状況等を踏まえ、地域
の資源として活用できる可能性についても検討し
ていきたい。

代表質問「桜井黎明の会」
桜井市の教育政策に
ついて

西　忠吉 議員

問 進学や就職を機に若者が市外へ転出し、そ
のまま戻らない傾向が続くなか、若者定住

の促進は本市にとって喫緊の課題である。奨学金
返還支援制度は、単なる負担軽減策ではなく「こ
のまちで暮らし、働いていこう」と若者が将来を
選択する際の後押しとなる政策である。全国で導
入が進むなか、本市としても制度導入を検討すべ
きと考えるが、市の認識と将来像を訊きたい。

答 若者定住は本市の持続可能性を左右する重
要課題であり、奨学金返還支援制度は若者

の経済的負担軽減と地元定着を後押しする有効な
施策のひとつであると認識している。若者が桜井
で学び、働き、希望を持てる環境づくりが必要で
あり、他自治体の事例とその効果、財政負担との
バランスを踏まえ、関係機関とも連携し、本市に
ふさわしい制度について前向きに検討していく。
【その他の質問項目】●視覚障がい者の日常生活用具給付
制度の拡充について

一般質問

大西　亘 議員

問 市内の犯罪件数と近年の推移、防犯カメラ
について補助金の拡充はあるのかを訊ね

る。こどもの安全確保について、学校、警察、地
域の連携はどのように行っているのか訊ねる。

答 令和６年度は373件で、主な罪種別は傷害・
暴行が 34件、オートバイ・自転車窃盗が

41件、特殊詐欺が 16件となっており、近年では
犯罪発生件数が増加傾向となっている。防犯カメ
ラ設置補助金の拡充については、令和５年度から
予算額を 30万円増額し 150万円、令和７年度か
らは 30万円増額し 180万円と拡充を行った。学
校、地域、警察、道路管理者、教育委員会の連携
による通学路点検を行っており、こどもの安全見
守りボランティアを中心とする地域ぐるみの見守
り体制は、登下校時の安全確保、学校周辺におけ
る不審者の対策や、交通安全の普及啓発を継続的
に推進する上で欠かせない礎となっている。

安心安全な桜井市の実
現にむけた政策のあり
方について

杉山　歳和 議員

代表質問「青垣まほろばの会」

若者定住促進に資する奨学
金返還支援制度の導入と桜
井市の将来像について

問 ❶医療機関・介護施設の賃金上昇、物価上
昇に見合った公定価格である診療報酬・介

護報酬の引き上げ・補助金による支援と、医療・介
護従事者の賃金を全産業平均までに引きあげるこ
とや、人員配置基準の引き上げが早急に必要と考
えるが、国に対して求めることはどうか。❷市内
の 4つの地域包括支援センターは相談件数の増加
や業務が多忙化していて委託料が業務量と合わず、
運営が厳しい状況などの課題がある。支援を拡充
して人員体制の強化を図ることはどうか。

答 ➊従来から市長会を通じて国に対して要望
を続けているところで、引き続きしっかり

と要望してまいりたい。❷地域包括支援センターは
介護ニーズの増大、課題が複雑化、多様化している
ことから、委託している法人に対する委託料の増額
などによる支援も必要であると考えている。
【その他の質問項目】●人権尊重の地域社会に向けて

�
一般質問
地域医療・介護の維持発
展のための市の取り組み
について

鍛治　結花 議員
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問 桜井市DX推進基本方針の重点取組事項の
実施計画を推進しているが、住民サービス

の向上はどれくらいになり、業務はどのくらい改
善されるのか訊く。電子行政の推進について、意
気込みを訊く。

答 定型業務を自動化できる RPAの活用は、時
間外勤務の縮減など一定の効果が現れてい

る。窓口業務についても、入力作業の削減・案内や
聞き取りの重複解消といった効果により、処理時間
の短縮を見込んでいる。生み出された時間は、職員
の削減をするのではなく、丁寧な説明や相談対応に
充て、サービスの質向上と業務効率化の両立を図り、
誰一人取り残さない電子行政を推進していく。窓
口業務の見直しや書かない窓口の取組みは、市民が
日々実感される部分であり、手続の負担を軽くし、
利用しやすい窓口に変えることが重要で、併せて業
務の進め方も見直し、限られた人員の中で工夫と改
善を積み重ねることが必要であると認識している。

一般質問
電子行政の推進について

岡田　光司 議員

久保田　裕一 議員

問 ❶桜井市の待機児童の状況について訊く。
❷市内義務教育における制服のリユースに

ついて訊く。❸市内学童保育の更衣等の対応につい
て訊く。

答 ➊保護者の皆様が安心してこどもを預けら
れる環境づくりは、行政の重要な責務であ

る。保育士不足の解消に努めると共に、保育士が
やりがいをもって働くことができる環境作りに全
力で取り組んでいく。❷義務教育における制服の
有効活用は、今まで以上に広げていく事はできる。
また、低所得者世帯への支援として、就学援助の
制度をさらに充実させていく。❸学童保育所での
着替えについては、個々の考えを尊重し柔軟に対
応していく。また、今後も指定管理者と協議を重ね、
こどもが安心して過ごせる環境整備に努めていく。

一般質問
桜井市のこどもに関する
取り組みについて

問 避難所における発電機・トイレ・プライバ
シー保護資材など資機材の整備状況は十分

といえるのか。また、避難所環境の改善をどのよ
うに進める考えかを訊く。市として専門人材の確
保、研修の継続・強化を望むが考えを訊く。

答 資機材の備蓄に努めているが、十分とは言
い切れない状況であり、食料品・生活用品・

燃料・一般用医薬品などを提供していただける防
災協定の締結を行い、各家庭での備蓄等について
も、災害発生からの１週間、最低でも３日分を目
安に、飲料水・食料・燃料・薬などを備蓄するよ
うお願いしている。感染症の発生を防ぎ健康を維
持するための衛生環境の確保、プライバシー保護
や身体的・心理的負担の軽減、スペースを明確に
区別するなどの居住空間の確保、要配慮者への必
要な支援などに取り組んでいく。県主催の研修会
や訓練にも参加し、応急危険度判定士に必要な知
識の向上を図っていきたい。

防災備蓄倉庫の在り方
及び災害に係る危険度
判定士について

山岡　康了 議員

一般質問

傍聴受付台▲

�

手軽に受付ができます
議会を傍聴してみませんか
　議会開催日当日
に、４階の議会フ
ロアの議場南側に
設置している傍聴
受付台の受付簿に
必要事項を記載し
入室することで、簡単に傍聴できます。
　携帯電話等の音を発する機器は、音を発し
ないように設定してください。

以下の行為は禁止されています
● �飲食・喫煙・撮影・
録音行為

●�その他、市議会傍
聴規則の規定を
遵守しない行為
　本会議・委員会
の様子は、本庁舎 1階のモニターでライブ配
信も行っています。

傍聴席から見た議場▲


